
別紙様式第１号 

 

令和８年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査に係る委託契約書 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 理事長 天羽 隆（以下「甲」という。）と

○○○○（以下「乙」という。）は、「令和８年度砂糖類及びでん粉関係学術研究

委託調査」（以下「委託調査」という。）の委託について、次のとおり委託契約を

締結する。 
 
（委託調査の内容等）  

第１条 甲は、次の委託調査の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告す

るものとする。  

（１）委託研究課題「○○○○○○○○○○○○○○○○」 

（２）委託調査の内容及び経費 

別添委託調査計画書(別紙様式第１号)のとおり。 

ただし、調査の内容等に不明点等がある場合には、甲は、乙に対してその

内容等について随時問い合わせることができるものとする。 

（３）履行期限 令和９年３月１２日 

 

（委託調査の遂行）  

第２条 乙は、委託調査を、委託調査計画書に記載された内容に従って実施しな

ければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。  

 

（委託費の限度額）  

第３条 甲は、委託調査に要する費用（以下「委託費」という。）として、 金    

○,○○○円(うち消費税及び地方消費税相当額○,○○○円) を超えない範

囲内で乙に支払うものとする。  

２  乙は、委託費を別添の委託調査計画書に記載された費目の区分に従って使

用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。  

 

（契約保証金）  

第４条 契約保証金の納付は、免除する。  

 

（再委託の制限） 

第５条 乙は、委託調査の全部を一括して、又は主たる部分を第三者（乙の子会

社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社

をいう。）を含む。以下同じ。）に委任し、又は請け負わせてはならない。 

  なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決

定及び技術的判断等をいうものとする。 

２ 乙は、業務達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるこ

と（以下「再委託」という。）を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得

なければならない。この場合において、乙は、甲乙が締結した契約書及び機密

保持契約書と同等以上の契約を、再委託先との間で書面により締結することを



要件とする。 

３ 前項の規定により、乙が再委託できる範囲は、原則として契約金額に占める

再委託金額の割合（以下「再委託比率」という。）が５０パーセント以内の業

務とする。 

４ 乙は、第２項の再委託の承認を受けようとするときは、再委託の相手方とな

る第三者（以下「再委託先」という。）の商号又は名称及び住所、再委託を行

う業務の内容・範囲、再委託の必要性並びに契約金額について記載した書面

に、再委託先との間で締結し、又は締結することとしている契約書及び機密保

持契約書の内容を明らかにした資料を添付して、甲に提出しなければならな

い。 

５ 乙は、甲から承認を受けた再委託の内容を変更しようとするときは、変更内

容について記載した書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければな

らない。 

６ 再委託する業務が、委託事業を行う上で発生する事務的業務（印刷・製本、

翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務）であって、再委託比率が５０パ

ーセント以内であり、かつ、再委託する金額が１００万円以下である場合に

は、軽微な再委託として第２項から前項までの規定は適用しない。ただし、こ

の場合において、乙は、甲から再委託先との間で締結した契約書の内容を明ら

かにした資料について提示の要求があった場合は、速やかにこれを提示する

ものとする。 

７ 乙は、再委託先に対しても、乙が甲に対して負う義務を遵守させる責を負

うものとし、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、甲に対し、全

ての責任を負うものとする。 

８ 乙は、再委託先から更に別の第三者に対して本契約に係る業務を委託して

はならない。 

 

（実績報告）  

第６条 乙は、委託調査が終了したとき（委託調査を中止し、又は廃止したとき

を含む。）は、委託調査の成果物を記載した委託費実績報告書（別紙様式第２

号）を甲に提出するものとする。 

 

（検査）  

第７条 甲は、前条に規定する委託費実績報告書の提出を受けたときは、遅滞な

く委託調査計画書及び本契約に基づき、当該委託調査の実施内容が契約の内容

に適合するものであるかどうかについて、委託費実績報告書及びその他関係書

類又は実地により検査を行うものとする。 

 

（委託費の額の確定） 

第８条 甲は、前条に規定する検査の結果、実施された委託調査が契約の内容に

適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して検査の合格及び確

定した委託費の額を通知するものとする。  

２ 前項の委託費の確定額は、委託調査に要した経費の実支出額と第３条第１項

に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。  



 

（委託費の支払）  

第９条 甲は、乙からの適法な請求書（別紙様式第２号）を受け取った日から ３

０日以内（その期限の日が行政機関又は金融機関の休日に当たるときは、これ

らの休日の翌日まで）にその支払を行うものとする。  

２ 甲は、乙の請求により、必要があると認められる金額については、前項の規

定にかかわらず、概算払をすることができるものとする。 

ただし、第３条第１項に規定する委託費の限度額の８割を上限とする。 

３ 乙は、前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書（別紙様式第３

号）を甲に提出するものとする。  

 

（委託調査の中止等）  

第１０条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託調査の遂行が困

難となったときは、委託調査中止（廃止）申請書（別紙様式第４号）を甲に提

出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。  

２ 前項の規定により契約を解除するときは、前条の規定に準じ精算するものと

する。  

 

（計画変更の承認）  

第１１条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託調査計画書に記載され

た委託調査の内容を変更しようとするときは、委託調査計画変更承認申請書

（別紙様式第５号）を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。  

 

（契約の解除）  

第１２条 甲は、乙が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合又は甲の業務上

必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき又は

履行期限内若しくは履行期限経過後相当の期間内に契約の履行を完了する

見込みがないと認められるとき。 

（２）前号に掲げる場合のほか、契約の内容により適合しない目的物が引き渡さ

れた場合であって、その不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通

知したとき。 

（３）正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。 

（４）独立行政法人農畜産業振興機構談合情報対応マニュアル（平成２７年４月

１日付２６農畜機第５８２４号-９）第３の２（２）②アにより解除するこ

とが適当と認められたとき、その他公正な競争の執行の阻害又は公正な価

格を害し若しくは不当な利益を得るための談合を疑うに足る事実があった

と認められるとき。 

（５）乙又はその代表者が次のいずれかに該当することが認められたとき。 

イ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はそ

の者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締

結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その



他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしているとき 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、若しくは

便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

又は関与しているとき 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用す

るなどしているとき 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき 

（６）乙又はその代表者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する

行為をしたことが認められたとき。 

イ 暴力的な要求行為 

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

ニ 偽計又は威力を用いて契約事務責任者等の業務を妨害する行為 

ホ その他イからニまでに準ずる行為 

（７）乙について、以下の事項が確認されたとき。 

イ 支払の停止 

ロ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の

申立て 

ハ 手形交換所の取引停止処分 

ニ 乙の財産に対する差押えの実施 

ホ 解散の決議、解散の判決、解散命令 

へ 法令又は定款上の解散事由の発生 

（８）前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約

の目的を達することができないと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、既済部分又は既

納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ること

ができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った

部分に対応する金額を乙に支払うものとする。 

３ 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は第

１項の規定による契約の解除をすることができない。 
 
（損害の賠償） 

第１３条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼ

した場合は、契約の金額の範囲内でその損害を賠償しなければならない。 

（１）甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申入れがあったとき。 

（２）甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。 



２ 甲は、乙が次に掲げる事由により甲に損害を及ぼした場合、その損害賠償を

請求するものとし、乙はその損害を賠償しなければならない。 
（１）乙が行った業務に故意又は過失があり、これによって甲に損害が発生した

とき。 
（２）乙が契約書に違反し、又は乙の責めに帰すべき理由により業務の目的を達

成することができないとき。 
 

（履行遅延に対する違約金） 

第１４条 甲は、乙が履行期限までに委託調査を完了しないときには、履行期限

を経過した日から成果品の提出日までの日数に応じ、乙から契約金額に民法

（明治２９年法律第８９号）第４０４条に規定する法定利率を乗じて計算した

額を履行遅延に対する違約金として徴収するものとする。 

２ 甲が第９条第１項に規定する支払時期までに支払を行わない場合は、約定

した支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払

金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５

６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が定める支払遅延に対する遅延利

息の率で計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 

 

（契約解除による違約金の徴収） 

第１５条 甲は、第１２条第１項の規定（第３号を除く。）に基づき、契約を解

除したときは、乙から、原則として契約金額の１００分の１０に相当する金額

を甲が指定する期間内に違約金として徴収するものとする。  

 
（談合等による違約金の支払） 

第１６条 乙が次のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かに

かかわらず、乙は、契約金額の１００分の１０に相当する金額を、甲が指定す

る期間内に談合等に係る違約金として支払わなければならない。 
（１）乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号。以下本条において「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、

又は乙が構成事業者である調査者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に

違反したことにより、公正取引委員会が独占禁止法第７条の２第１項の規定

に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 
（２）乙（法人にあっては、その役員又は使用人）の刑法（明治４０年法律第４

５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１

項第１号に規定する刑が確定したとき。 
（３）公正取引委員会が独占禁止法第７条等の規定による排除措置命令を行い、

当該排除措置命令が確定したとき 
（４）公正取引委員会が独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の

規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき 
 
 
（超過損害額の請求） 

第１７条 甲は、履行遅延、契約の解除又は談合等により生じた損害額が前三条



の違約金を上回る場合においては、超過分の損害につき賠償を請求すること

ができる。 

 
（遅延利息の徴収） 

第１８条 甲は、乙が第１５条又は第１６条の違約金を指定する期間内に支払

わないときは、当該期間を経過した日から支払をするまでの日数に応じ、年１

４.６パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収しなければならない。 
 
（契約の変更） 

第１９条 甲は、機構の業務上必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は

乙に対して債務の履行を一時中止させることができる。 

２ 甲は、前項の規定により契約の内容を変更し、又は債務の履行を一時中止さ

せた場合において、従前の契約金額又は履行期限によることが不適当である

と認めるときは、乙と協議して、これらを変更することができるものとする。 

３ 甲は、乙の責めに帰することができない事由により、履行期限内に契約を履

行することができない場合においては、乙と協議して違約金を徴収しないで、

相当の期間に限り履行期限を延長することができるものとする。 

 

（著作権） 

第２０条 甲が、この委託調査により乙から取得する成果物（以下「本件成果物」

という。）の全ての著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及

び第２８条に規定する権利を含む。）は、第９条の委託費の支払がなされた時

点（第１０条第２項の規定により第９条の規定に準じて精算したときは、そ

の時点）で乙から甲に移転する。 

２ 乙は、甲に対し、乙が本件成果物の著作権を有していること及び本件成果物

が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる

権利をも侵害しないものであることを保証する。万一、本件成果物に関して第

三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償請求等がなされた場

合、乙は、乙の責任と負担においてこれに対処し、解決するものとし、甲に対

して一切の迷惑をかけないものとする。 

３ 乙は、甲に対し、本件成果物に係る著作者人格権を一切行使しないものとす

る。乙は、甲が、本件成果物に必要な改変を加えることを認め、これに対して

同一性保持権を行使しないものとする。 

４ 乙は、本件成果物を公表する場合、あらかじめその公表について甲に報告す

るものとし、甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、

公表の際には、本委託調査による成果であることを明示しなければならない。 

 

（委託調査の調査）  

第２１条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係

る審査時その他の場合において、委託調査の実施状況、委託費の使途その他必

要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるも

のとし、乙はこれに応じなければならないものとする。  

 



（帳簿等）  

第２２条 乙は、委託調査に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記

載し、又は記録し、その出納を明らかにしておかなければならない。  

２ 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類又は証拠物を、調査終

了の年度の翌年度から５年間保管しなければならない。  

 

（秘密の保持等）  

第２３条 乙は、この委託調査に関して知り得た業務上の秘密をこの履行期限に

かかわらず第三者に漏らしてはならない。 

２ 甲と乙は、前項の詳細について、別途機密保持契約を締結するものとする。 

 

（契約の内容に適合しない場合における担保責任） 

第２４条 甲は、委託調査が完了した後でも納入物が種類、品質又は数量に関し

て契約の内容に適合しない（以下「契約不適合」という。）場合は、乙に対し

て本契約物品の修補による履行の追完（以下「履行の追完」という。）を請求

することができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告

をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の度合いに応

じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したとき。 

（３）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に

履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、

乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

（４）前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受け

る見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 甲は、第１項に規定する契約不適合による損害について、乙に対してその賠

償を請求することができる。 

４ 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発

見後１年以内に乙に対して通知するものとする。 

５ 乙が第１項の履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行

の追完をさせることができる。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第２５条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、

第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 

 

（甲による契約の公表） 

第２６条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等

を甲が公表することに同意するものとする。 

 

 



（疑義の解決）  

第２７条 前各条のほか、この契約に関して疑義が生じた場合には、甲乙協議の

上、解決するものとする。  

 

（管轄裁判所） 

第２８条 この契約に関して、前条に基づく甲乙間の協議が整わず、訴訟の必要

が生じたときは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第１審の専属的合意管

轄裁判所とする。 

 

 

上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保

有するものとする。  

 

 

 

令和  年  月  日 

 

委託者（甲）住   所  東京都港区麻布台二丁目２番１号 

                  独立行政法人農畜産業振興機構 

代表者氏名  理 事 長  天羽 隆  印 

 

 

受託者（乙）住   所  ○ ○ ○ ○  

法 人 名  ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名  ○ ○ ○ ○         印 

  



（別紙様式第１号） 

 

   令和８年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査計画書 

 

１ 委託調査の目的及び方法 

   ｢砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査申請書｣記載のとおり。 

 

（注１）「砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査申請書（写し）」を添付するこ

と。 

（注２）審査委員会での意見を踏まえ砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査

申請書の内容を変更する場合には、別紙に変更内容を記載し添付するこ

と。 

 

２ 委託費収支予算 

（単位：円） 

 項  目 金  額 備  考 

収 

入 

 

 委 託 費 

 

 

 

支 

 

 

 

出 

 

 調査研究費 

 

 

 

 

（内訳） 

旅費 

消耗品費 

印刷費 

謝金 

通信運搬費 

賃金 

諸雑費 

 合  計   

     （注１）支出計画の区分は、委託費の使用基準を参照すること。 

     （注２）備考欄には、積算について明示すること。 

 



（別紙様式第２号） 

令和８年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査委託費実績報告書 

 

番   号 

 年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長 天羽 隆 殿 

 

所属機関名及び住所 

代表者氏名         

登録番号     

 

令和  年  月  日付けで委託契約を締結した委託調査について、下記

のとおり調査を実施したので、同契約書第６条の規定によりその実績を報告し

ます。 

なお、併せて委託費金      円（10％対象）（うち消費税及び地方消費税

相当額    円（10％対象））の支払を請求します。 

 

記 

 
１ 調査の実施状況 

ア 調査研究課題 

イ 調査実施期間 

ウ 調査実施代表者 

エ 調査の成果（又はその概要） 

 

２ 収支精算  

 
項   目 予算額（Ａ） 確定額（Ｂ） 

差し引き 

（Ａ－Ｂ） 
備    考 

収 

 

入 

 

 委 託 費 

 円  円 

 

 

      円  

既 受 領 額     円 

今回請求額     円 



支 

 

出 

 調査研究費       円      円      円 （内訳） 

旅費 

消耗品費 

印刷費 

謝金 

通信運搬費 

賃金 

諸雑費 

 合   計     

（注１）支出の区分は、委託費の使用基準を参照すること。 

（注２）備考の欄には、積算について明示すること。 

 

３ 振込先金融機関         銀行     支店 

                預金     口座番号         

口座名義（フリガナ）                    



（別紙様式第３号） 

 

令和８年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査委託費概算払請求書 

 

番   号 

 年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長 天羽 隆 殿 

 

所属機関名及び住所 

代表者氏名         

                     登録番号 

 

令和  年  月  日付けで委託契約を締結した令和８年度砂糖類及びで

ん粉関係学術研究委託調査について、下記により、委託費金    円を概算払

として支払されたく、同契約書第９条第３項の規定により請求します。 

記 

１ 調査研究課題 

 

２ 請求額  

支出 

項目 

予 算 額

① 

既受領額 今回請求額 残額 調査

完了 

予定

年月

日 

備 考 

金額 

② 

出来高 

②/① 

金額 

③ 

出来高 

③/① 

金額 

④（①-②

-③） 

出来高 

④/① 

調査研究費 

（税込、

10％対象） 

(うち消費

税及び地

方消費税

相当額10%

対象) 

円   円 ％   円 ％   円    ％  （内訳） 

旅費 

消耗品費 

印刷費 

謝金 

通信運搬費 

賃金 

諸雑費 

（注１）支出の区分は、委託費の使用基準を参照すること。 

（注２）備考欄には、積算について明示すること。 



 

３ 振込先金融機関 

      銀行     支店 

      預金  口座番号         

口座名義（フリガナ）



（別紙様式第４号） 

 

令和８年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査中止（廃止）申請書 

 

番   号  

年 月 日  

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長 天羽 隆 殿 

 

                     住   所 

所属機関名  

代表者氏名         

 

令和  年  月  日付け契約の令和８年度砂糖類及びでん粉関係学術研

究委託調査について、下記により中止（廃止）したいので、委託契約書第１０条

第１項の規定により申請します。  

記 

１ 委託事業の中止（廃止）の理由  

 

２ 中止（廃止）しようとする以前の調査実施状況  

ア 調査について  

イ 経費について 

経費支出状況 

経費の 

区分 

月 日現在

支出済額 

残 額 支   出 

予 定 額 

中止（又は

廃止）に伴

う不用額 

備 考 

      

 

３ 中止（廃止）後の措置 

ア 調査業について 

イ 経費について 

ウ 経費支出予定明細 

経費の区分 支出予定金額 算  出  基  礎 

（名称、数量、単価、金額） 

   



（別紙様式第５号） 

令和８年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査計画変更承認申請書 

 

番   号  

年 月 日  

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長 天羽 隆 殿 

 

                     住   所 

所属機関名 

代表者氏名         

 

令和  年  月  日付け契約の令和８年度砂糖類及びでん粉関係学術研究

委託調査について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第１１条第１項の

規定により承認されたく申請します。  

記 

１ 変更の理由  

 

２ 変更する調査計画又は調査内容  

 

３ 変更経費区分  

 

（注）記載方法は、委託調査計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明 

確に区分して記載のこと。 

  

 


